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　１０月２５日、国連総会第一委員会で新
アジェンダ連合（ＮＡＣ）提出の決議案「核
兵器のない世界へ：新しいアジェンダの
必要性」（「新アジェンダ決議」）の投票が
行われた。賛成１１８、反対７、棄権３８で採
択された（内訳下記）。日本は、多くの市民
が政府に賛成投票を求める要請を行っ
たが、棄権した。

●賛成１１８：中国、カナダ、非同盟諸国
など

●反対７：米、英、仏、インド、パキスタ
ン、イスラエル、モナコ

●棄権３８：ＮＡＴＯの非核欧州諸国、日
本、オーストラリアなど

　この中で、カナダが賛成したことがとり

わけ注目される。ＮＡＴＯ（北大西洋条約
機構）の一角が崩れたからである。このこ
とについては、次号で論じる。
　決議案は、前号に掲載した当初案か
ら修正が加えられた。修正版（Ａ/Ｃ．１/５７/
Ｌ．３/Ｒｅｖ．１）では、①前文での国際司法
裁判所（ＩＣＪ）勧告的意見への言及のし
かたがより漠然としたものになり、②前文
での新型核兵器開発批判が、より間接
的な表現に緩和され、③主文１で当初
「核兵器が使用されうる可能性が増大」
としていたのを、「増大」との表現が取り
除かれ、④主文１１での包括的核実験禁
止条約（ＣＴＢＴ）の検証システム設置努

新アジェンダ決議、日本は棄権

ケリー訪朝団vs北朝鮮

　１０月１６日、バウチャー米国務省報道
官が報道声明を発表して、１０月３～５日
のケリー国務次官補らの訪朝の際に、北
朝鮮が高濃縮ウラン計画を持っている
ことを認め、「枠組み合意（または合意枠
組み）は無効」と述べたと発表した。この
報道が、世界中に大きな反響を巻き起こ
した。まずは、声明の全訳（２ページ）を見
ていただきたい。

注：米朝枠組み合意（または合意枠組み）
とは、１９９４年１０月、北朝鮮の核兵器開発疑
惑を解決するために、困難な交渉の末、米
朝間で結んだ合意。それによって成立した
朝鮮半島エネルギー開発機構（ＫＥＤＯ）に
は、米、日、韓、ＥＵ（欧州連合）を理事国と
する１３か国が参加している。

　最初に浮かぶ疑問は、どこまで真相
なのか、なぜ２週間も経ってこれを発表
したのか、という疑問である。
　国務省声明には、真相に関する多くの
情報は含まれていないが、「核兵器のた
めのウラン濃縮計画」と明記されている
ことに注目したい。北朝鮮は紛れもなく
核心の問題について認めたのである。

朝鮮半島の核問題

　朝鮮民主主義人民共和国（北朝鮮）が、濃縮ウラン計画を認めたという米国務省発の報道が、世界を
揺るがしている。ブッシュ政権が登場して以来の北朝鮮政策、それに応じる北朝鮮の反応をたどってみる
と、今日起こっていることを理解する一筋の道が見えてくる。それはまた、米国の手詰まりと、手探り状態を
浮かび上がらせる。この状況で、日本が米国の情報と政策に振り回されるのは、愚の骨頂である。今こそ
「東北アジアに非核地帯」構想をテーブルに載せることを第一歩として、日本が地域安全保障に向けて独
自のイニシャチブを取るべきである。

日本がイニシャチブをとる好機
今こそ非核地帯をテーブルに

しかし、実際にそのような計画の実態が
どこまで存在しているかは別問題であ
り、分からない。報道によれば、北朝鮮は
施設が稼働状態にないと説明した。
　１７日、北朝鮮の国連代表部は国務省
声明を「大筋で事実」との認識を述べた。

　その後、ケリーとカン・ソクジュ（姜錫
柱）第一外務次官とのやり取りについて、
報道が続いた。その中から、いくつか注
目すべき事実が浮かび上がってくる。
　まず、ケリーが遠心分離器の部品購
入の証拠となる複数の文書を見せたの
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　北朝鮮の核計画
　今月初め、合衆国高官（複数）が多方面
の問題に関する交渉を開始するために北
朝鮮を訪れた。その協議の間に、ジェーム
ス・Ａ・ケリー国務次官補と代表団は、北朝
鮮が「枠組み合意」やその他の協定に違
反して核兵器のためのウラン濃縮計画を
持っていることを示す情報を最近入手した
ことを、北朝鮮に対して通告した。北朝鮮
官吏（複数）は、そのような計画を持ってい
ることを認めた。北朝鮮側は合衆国を非難
しようと試み、「枠組み合意は無効であると
見なす」と言った。ケリー次官補は、北朝鮮
は数年も前からこの計画を始めている、と
指摘した。

　夏にわたって、ブッシュ大統領は、同盟
国や友好国と協議しながら、北朝鮮との関
係改善のために大胆なアプローチを展開
してきた。合衆国は、北朝鮮が大量破壊兵
器計画、弾道ミサイルの開発と輸出、近隣
諸国への威嚇、テロ支援、北朝鮮国民への
苛酷な扱いなど、一連の問題についての
行動を劇的に変更するならば、北朝鮮国
民の生活を改善するために経済的、政治
的措置をとる用意があった。 しかし、我々

は、北朝鮮の核兵器計画への懸念に照ら
すとき、このアプローチを追求することは不
可能である。

　北朝鮮の秘密の核兵器計画は、「枠組
み合意」はもちろん、核不拡散条約（ＮＰ
Ｔ）、ＩＡＥＡとの保障措置協定、朝鮮半島非
核化に関する南北共同宣言の下における
北朝鮮の誓約への一つながりの違反であ
る。

　合衆国政府は、議会の中心メンバーと
協議しているが、今後も協議を続ける。ジョ
ン・ボルトン国務次官とケリー国務次官補
は、この重要問題について友好国や同盟
国と協議するため、この地域を訪問しよう
としている。

　合衆国と同盟国は、北朝鮮に対して、Ｎ
ＰＴの下における誓約を順守し、検証可能
な方法で核兵器計画を廃止することを要
求する。

　我 は々、この状況の平和的解決を求め
る。この地域の誰もが、この問題に利害関
係を持っており、平和を望むどの国も核武
装した北朝鮮を望んでいない。今が、地域
の平和を愛する国がこの困難に有効に対
処する好機である。　　（訳：ピースデポ）

報道声明資料
は、１０月３日であり、そのときは北朝鮮側
は全面否定したという。そして４日になっ
て核兵器開発計画を認めると同時に、
数々の米国の違反行為を非難したとい
う。北朝鮮は、突きつけられた証拠が本
物であることを否定したり、真偽の調査
をすると時間を稼ぐのではなく、選んで
米国を挑発したと考えられる。
　しかも、北朝鮮が非難したのは、単に、
ＫＥＤＯが供給すべき１基目の軽水炉の
完成が、２００３年予定から５年も遅れてい
るという米国の約束不履行だけではな
い。「悪の枢軸」（１月）、「国家安全保障戦
略」（９月）などを挙げたと報道されたよう
に、ブッシュ政権が枠組み合意で敷か
れた路線の上に作られたさまざまな米朝
合意を踏みにじってきた（その中味は後述
する）ことに対して、北朝鮮は米国を激し
く非難した。つまりはブッシュの北朝鮮政
策の全体への批判として、北朝鮮は核
兵器計画の自認という行動に出たと言う
べきであろう。
　さらに、北朝鮮は米国を突き放しもし
なかった。核開発を断固進めると言うの
ではなく、核兵器計画を放棄するための
条件を提示したと報道される。その内容
は、米国が北朝鮮の現在の経済システ
ム（つまりは現体制）を是認し、先制攻撃
をせず、平和条約を締結することであっ
た、という。
　この内容はまさにブッシュ路線を変え
ろという要求である。この要求を踏まえて
読むと、１０月１６日の国務省声明が極め
てイデオロギー的に体制批判を返して
いることに納得がゆく。声明は「北朝鮮国
民への苛酷な扱いの変更」「国民生活の
改善」という踏み込んだ要求をした。

北朝鮮の違反行為

　今回北朝鮮が認めたように「核兵器の
ためのウラン濃縮」計画が存在するとす
れば、それはＮＰＴ第２条（非核兵器国の核
兵器製造禁止）、３条（ＩＡＥＡとの協定による
保障措置の義務）に違反する。
　米朝枠組み合意に関しては、中心的
義務である「黒鉛減速炉と関連施設の
凍結」には直接抵触しないが、合意ⅢⅢⅢⅢⅢ２
に違反する。そこには北朝鮮による「朝
鮮半島の非核化に関する南北共同宣
言」（１９９２年）の履行が約束されており、
宣言には「核再処理施設及びウラン濃
縮施設を保有しない」と書かれているか
らである。

　また、枠組み合意の前提となった米朝
共同声明（１９９３年６月１１日）にも違反する。
そこには非核化共同宣言の順守と偏り
のないフルスコープ保障措置の「原則」
が宣言されているからである。
　たとえウラン濃縮施設が未稼働であっ
たり、未建設であったとしても、合意への
背信行為であることに変わりはない。

米国の違反行為

　しかし重要なことは、この事件直前ま
で、ブッシュ政権が枠組み合意を振りか
ざして「即時査察受け入れ」を迫り、受け
入れなければ２００５年に工事を中断する
と警告してきたことである。これは、米国
による枠組み合意違反の行為である。
　枠組み合意には、「軽水炉プロジェク
トの重要な部分が完了し、中心的な核関
連機器（キー・ニュークレア・コンポーネンツ）
が搬入される前の段階で、北朝鮮はＩＡ
ＥＡとの保障措置協定の完全な履行に
移行する」と書かれている。
　ブッシュ政権は、査察には３年位を要
するから、即時に査察を受け入れなけれ
ば２００５年に予定される「中心的な核関
連機器の搬入」の時点で、「枠組み合

意」違反となる、と主張し「即時受け入
れ」を主張している。これは「違反予測事
態論」と呼ばれる。
　米朝枠組み合意のときの米国の交渉
責任者（代表主席）であり、署名者でも
あったロバート・ガルーチ（当時国務次官
補、現在ジョージタウン大学エドムント・Ａ・

ウォルシュ・外交学部長）は、枠組み合意
の文言からも、交渉経過からも、「違反予
測事態論」は成立し得ない、と断言して
いる（『アームズ・コントロール・ツデイ』２００２
年５月）。
　ガルーチによれば、交渉では、工事は
「プロジェクトの重要な部分が完了」と
「中心的な核関連機器の搬入」の２段階
で理解されており、前者が完了する見返
りとして査察に入る、というのが交渉で繰
り返し述べられてきたことである。米国
は、一方的に合意の解釈変更を押し付
けている、とガルーチは言う。

米国の違反行為の数々

　北朝鮮の違反行為を良しとしないの
はもちろんである。しかし、米朝合意に
限っても、ブッシュ政権の違反行為の報
道があまりにも少ないので、公正を期す

米国務省報道官リチャード・バウチャー
２００２年１０月１６日
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ために書いておく必要がある。
　先に引用した枠組み合意の前提とな
る９３年共同声明で合意した「原則」に関
して言えば、今回の北朝鮮よりも前に米
国が違反した。９３年原則の一つは「核兵
器を含む武力による威嚇や攻撃を行わ
ない保証」であった。このことは、枠組み
合意のⅢⅢⅢⅢⅢ１にも反映されている。これを米
国は、「核態勢見直し」（２００２年１月）におい
て踏みにじった。そこには、不測の事態、
しかも、もっともありうる「喫緊の事態」にお
ける核兵器使用の対象国として、北朝鮮
が名指しで例示されているのである。
　「枠組み合意」に関して言えば、年間５
０万トンの重油の引き渡しは結果におい
て順守されているものの、合意ⅠⅠⅠⅠⅠ２にお
いて、「引き渡しに関して合意された予
定にしたがって」と規定されている条項
には、米国は違反を繰り返した。
　２０００年１０月１２日、チョウ・ミョンロク（趙
明録）国防委員会第一副委員長が訪米
したときの米朝共同コミニュケは、「両国
は、いずれの側も他方に対して敵対的な
意図を持たないことを声明し、過去の敵
意を払拭した新しい関係を建設するた
めに今後全力を尽くすという両政府の誓
約を確認した」と唱っている。枠組み合
意で敷かれた路線は、ここまで事態を進
展させていた。
　しかし、１年後のブッシュ政権は、２００２
年１月の一般教書演説において、北朝
鮮を「悪の枢軸」の一つに数え、２月に訪
韓したブッシュは「悪の枢軸発言は北朝
鮮の体制、政府に対するものである。国
民に対するものではない」「キム・ジョンイ

ル（金正日）が国民を解放するまで私は
考えを変えない」と敵意を込めて挑発し
た。さらに、９月に公表された「国家安全
保障戦略」は、先制攻撃の文脈の中で、
イラクに続いて北朝鮮に言及した。こう
して、明かに共同コミニュケを踏みに
じった。
　北朝鮮のＮＰＴ違反を言うならば、同じ
くらい強い調子で米国の違反を言わな
ければならない。第６条の核軍縮義務は
もちろん、それを履行するための数々の
国際合意に際だって違反しているのが
米国である。ＣＴＢＴ、核兵器の役割の縮
小、不可逆性の原則など、違反の実態は
本誌で繰り返し指摘してきた通りである。
　北朝鮮のウラン濃縮計画容認発言
は、このような歴史的文脈のなかで、北
朝鮮が選んだ外交戦略であろう。

日朝会談再開への先制措置

　さて、冒頭に掲げた「なぜ２週間も経っ
て発表したのか」という疑問にもどりたい。
　これは、１０月２９日に再開される日朝正
常化交渉を睨んだ先制措置である、と
考えるのが妥当であろう。
　北朝鮮は、新たな外交カードを切っ
た。米国も外交的に対処する以外に手
はない。イラクの場合と地域関係がまっ
たく異なるのである。韓国、日本、中国な
ど関係諸国は米国の強硬路線を容認し
ないであろう。しかも、平壌宣言以来の
日朝関係の急速な展開を考慮すると、
米国は、ここで米国の影響力をしっかり
と確保する必要がある。それには、米、

日、韓の共同対処という枠組みを、米国
の主導の下にしっかりとはめ直すのが最
良の策であろう。「北朝鮮の核武装の危
機」は、そのための米国のカードとして公
にされたと考えられる。
　しかし、「平壌宣言」という東北アジア
の将来の平和構築の好機を手にした今、
日本は旧態依然たる米国の分断政策の
延長でものごとを考えるべきではない。

日本は独自の土俵を作れ

　９４年の枠組み合意の交渉に当たった
ガルーチ米国務次官補は、次のような明
言を吐いている。
　「カン・ソクジュ（交渉の相手側）は米国
を信頼していない。我 も々北朝鮮を信頼
していない。それが枠組み合意なの
だ。」（前出）だからこそ、二国間で決めた
ことを一つ一つ守ることが必要なのだ、
という趣旨である。
　来るべき日朝の交渉テーブルも、まさ
にそのような場所であろう。５０年以上の
相互不信を一つ一つ未来に向かってほ
ぐして行くプロセスである。
　だからこそ、米国の都合に振り回され
てはならない。米国は米国の世界戦略
の都合で北朝鮮問題を考えている。日
本は、固有の歴史と地域の文脈で新し
い交渉のパラダイムを作るべきである。
　その意味で、東北アジア非核地帯の
構想を、交渉のテーブルに載せることを
改めて提案する。それを軸に、双方の利
害と不信除去のステップを具体的に出
し合うことを強く訴えたい。（梅林宏道）

★この表は、国連総会第一委員会における主要な核軍縮決議３つについての主な投票行動をまとめたものである。新アジェンダ決議は、１ページ右下
の記事参照。日本決議については、４～５ページ参照。ＩＣＪフォロー決議（いわゆるマレーシア決議）は、１９９６年７月のＩＣＪ勧告的意見を基に、主文１で核
軍縮交渉の追求と完結の義務の存在を確認し、主文３で核兵器禁止条約への交渉開始を求めた決議。　★Ｌ．ＸＸは、「Ａ/Ｃ．１/５７/Ｌ．ＸＸ」（決議案
番号）を示す。　★ｙ＝賛成、ｎ=反対、ａ＝棄権。　★ＩＣＪフォロー決議では主文１に関する部分投票が行われた（右欄）が、他の２決議は全体投票のみ。

新アジェンダ決議（Ｌ.３/Ｒｅｖ．１） 日本決議（Ｌ.４２） ＩＣＪフォロー決議（Ｌ．５３）
（１０月２５日） （１０月２３日） （１０月２１日） （主文１）
ｙ１１８－ｎ７－ａ３８ ｙ１３６－ｎ２－ａ１３ １３６－３０－２２ １４６－５－５

米国 ｎ ｎ ｎ ｎ
ロシア ａ ｙ ｎ ｎ

核兵器国 英国 ｎ ｙ ｎ ａ
フランス ｎ ｙ ｎ ｎ
中国 ｙ ａ ｙ ｙ

ＮＰＴ外の インド ｎ ｎ ｙ ｙ

核保有国 パキスタン ｎ ａ ｙ ｙ
イスラエル ｎ ａ ｎ ｎ

新アジェンダ ブラジル、エジプト、アイルランド、 ｙ ａ ｙ ｙ
　連合 ニュージーランド、南アフリカ、スウェーデン

ＮＡＴＯファイブ ベルギー、ドイツ、イタリア、オランダ、 ａ ｙ ｎ ｙ
ノルウェー

主要非核国
カナダ ｙ ｙ ａ ｙ
日本 ａ ｙ ａ ｙ
オーストラリア ａ ｙ ａ ｙ

ＥＵ デンマーク ａ ｙ ｎ ｙ
非同盟諸国 インドネシア ｙ ｙ ｙ ｙ

第一委員会投票結果

●Ｍ
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総会は、

　１９９４年１２月１５目の決議４９/７５Ｈ、１９９５年１
２月１２目の決議５０/７０Ｃ、１９９６年１２月１０目の
決議５１/４５Ｇ、１９９７年１２月９目の決議５２/３８
Ｋ、１９９８年１２月４目の決議５３/７７Ｕ、１９９９年１
２月１目の決議５４/５４Ｄ、２０００年１１月２０目の決
議５５/３３Ｒ、２００１年１１月２９目の決議１５６/２４Ｎ
を想起し、

　国際の平和および安全の増進と核軍縮の
促進とは、相互に補完し強化し合うことを認
識し、

　核兵器不拡散条約（ＮＰＴ）が、国際的な
核不拡散体制の礎として、また核軍縮を追求
する上で必要不可欠な基盤として、決定的に
重要であることを再確認すると共に、キュー
バ共和国の本条約加入決定を歓迎し、

　一方的、あるいは、戦略攻撃兵器のＳＴＡＲ
ＴⅠに従った削減の完了およびさらなる核軍
縮への一歩となるべき米ロ間の戦略的攻撃
力削減条約の最近の署名を含む交渉を通じ
た、核兵器国による核兵器削減の進展、およ
び国際社会による核軍縮・不拡散に向けた
努力を認識し、

　核軍縮におけるさらなる進展は、国際的な
核不拡散体制を強化し、国際の平和と安全
の確保に資するとの確信を再確認し、

　先般の核実験以降、核兵器の実験的爆発
または他の核爆発に関するモラトリアムが継
続していることも歓迎し、

　２０００年ＮＰＴ再検討会議の最終文書が成
功裡に採択されたことを歓迎するとともに、そ
の結論を履行することの重要性を強調し、

　２００５年に開催されるＮＰＴ再検討会議に
向けた２００２年４月の第１回準備委員会にお
ける、強化された再検討プロセスの建設的
な立ち上がりを歓迎し、

　中南米、中央アジア、アフリカおよびアジ
ア・太平洋地域で開催された国際原子力機
関（ＩＡＥＡ）保障措置のさらなる強化を目的と
した一連のセミナーが成功裏に開催された
ことを歓迎し、東京で本年１２月に開催される
予定の会議が、前述のセミナーの成果を最
大限利用することを通じて、保障措置および
追加議定書の普遍化を含むＩＡＥＡ保障措置
システムをさらに強化することへの希望を共
有し、

　ロシアと米国が、両国間の新たな戦略関
係に関する共同宣言に従って、集中的な協
議を継続し完了することを奨励し、

　さらに包括的核実験禁止条約（ＣＴＢＴ）第
１４条に基づいて２００１年１１月に開催されたＣ
ＴＢＴ発効促進会議の最終宣言を歓迎し、

　テロリストが核兵器または関連物資、放射
性物質、機材および技術を取得または開発
することを防止する重要性を認識し、

　未来の世代のための軍縮・不拡散教育の
重要性を強調すると共に、国連事務総長か

ら国連総会への政府専門家グループの報告
書の提出に満足の意をもって注目し、

以下決議する。

１．ＮＰＴの普遍性を達成することの重要性を
再確認するとともに、未締約国に対し、遅
滞なくかつ無条件に同条約に非核兵器国
として加入することを要請する。

２．ＮＰＴの全締約国が、同条約上の義務を履
行することの重要性を再確認する。

３．ＮＰＴ第６条ならびに１９９５年の「核不拡散
及び核軍縮のための原則と目標」決定の
第３節および第４節（ｃ）を履行する体系的、
前進的努力のための、以下の実際的な措
置の核心的重要性を強調する：

（ａ）遅滞なくかつ無条件に、かつ憲法上
の手続に従い、ＣＴＢＴに署名・批准
し、その早期発効を達成することの重
要性および緊急性、ならびにその発
効までの間の、核実験爆発あるいは
それ以外のあらゆる核爆発のモラトリ
アム。

（ｂ）１９９５年の専門コーディネーターの報
告書および同報告書に含まれた任務
に基づき、また、核軍縮と不拡散の双
方の目的を考慮して、差別的でない、
多国間の、国際的かつ効果的に検証
可能な核兵器あるいはその他の核爆
発装置用の核分裂性物質の生産を
禁止する条約を交渉するための特別
委員会を、２００３年会期内のできるだ
け早期にジュネーブ軍縮会議（ＣＤ）
に設置し、５年以内に交渉を妥結する
こと、ならびに同条約の発効までの間
の核兵器用核分裂性物質の生産モ
ラトリアム。

（ｃ）作業プログラムを策定する文脈の中
で、核軍縮を扱うことを任務とする適

核兵器完全廃棄への道程

■主文は昨年と同文

　国連総会第一委員会で、日本は昨年
とほぼ同文の決議案を提出し、採択され
た。投票結果は、賛成１３６、反対２、棄権１
３であった。米国とインドが反対、新ア
ジェンダ連合（ＮＡＣ）が棄権したという点
で昨年とほぼ同じ構図であった。
　「核兵器完全廃棄への道程」という題
名の決議（「道程決議」）としては、３年目に

なる。決議案は、１０月１０日、日本、オース
トラリアの２カ国共同で提出された。その
後、イタリアを含む７カ国が共同提案国に
加わり、９カ国共同提案として１０月２３日
に投票にかけられた。修正は行われな
かった。
　決議案の主文は、昨年とまったく同じ
であった（ただし、年度や年限表示は機械
的にくり下げられた）。包括的核実験禁止
条約（ＣＴＢＴ）早期発効要求は昨年どお

り維持された。第１７０号で速報したよう
に、一時は外務省内で「核兵器完全廃
棄の明確な約束」や「安全保障政策に
おける核兵器の役割の縮小」などの文
言に、変更が加えられるという検討がな
されていたが、結果としては変更は行わ
れなかった。
　昨年と変わった点としては、前文に、
モスクワ条約や米ロ新戦略枠組みへの
言及を追加した。そのほか、キューバの
核不拡散条約（ＮＰＴ）加入決定（１０月１
日、第一委員会で演説）や、軍縮教育の国
連報告書（８月３０日、Ａ/５７/１２４）を歓迎し
た。中央アジア非核地帯早期調印の合
意（前号参照）には言及していない。

本質は「対米追従」の道程
日本決議－－米印反対、ＮＡＣ棄権

Ａ/Ｃ．１/５７/Ｌ．４２
２００２年１０月１０日提出、１０月２３日第一委員会採択

共同提案国：日本、オーストラリア、イタリア、ウクライナ、バングラデシュ、ホン
ジュラス、コートジボワール、ニカラグア、パプアニューギニア

決議
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切な補助機関を、２００３年会期内ので
きるだけ早期にＣＤに設置すること。

（ｄ）核軍縮、核および核に関連する兵器
の軍備管理・削減措置に関し、不可
逆性の原則を含めること。

（ｅ）２０００年ＮＰＴ再検討会議で合意され
た、ＮＰＴ加盟国が同条約第６条の下
で誓約する核軍縮につながる、保有
核兵器の完全廃棄を達成するという
核兵器国による明確な約束。

（ｆ）ロシアおよび米国が、戦略的安定性
および国際的安全保障を維持、強化
するため、既存の多数国間条約に大
きな重要性を置きつつ、戦略攻撃兵
器の大幅な削減を行うこと。

（ｇ）国際の安定を促進し、かつすべての
ものにとっての安全保障が損なわれ
ないとの原則に基づく方法で、すべて
の核兵器国が核軍縮につながる以
下の措置をとること：

（ｉ）すべての核兵器国が、一方的な
核軍備削減を継続するようなお
一層の努力を払うこと。

（ｉｉ）核兵器能力に関し、また、ＮＰＴ第
６条に従った合意の実行に関し、
核軍縮に関するいっそうの進展
を支える自発的な信頼醸成措置
として、すべての核兵器国が透
明性を向上させること。

（ｉｉｉ）一方的なイニシアチブに基づき、
かつ核兵器削減および軍縮の
過程の不可欠な一部分として
の、非戦略核兵器の一層の削
減。

（ｉｖ）核兵器システムの作戦上の地位
を一層低減するための具体的な
合意措置。

（ｖ）核兵器が使用される危険性を最
小化し、核兵器の完全廃棄の過
程を促進するための、安全保障
政策における核兵器の役割の縮

小。
（ｖｉ）核兵器の全面的廃絶へ至る過

程に、すべての核兵器国が早期
にかつ適切に関与すること。

（ｈ）軍縮の過程における各国の努力の究
極的目標は、効果的な国際管理の下
に置かれた全面完全軍縮であること
を確認すること。

４．核兵器のない世界の実現のためには、核
兵器廃棄の達成に向けたとり組みの過程
におけるすべての核兵器国によるなお
いっそう大幅な核兵器の削減を含む、さ
らなる措置が必要であることを認識する。

５．核兵器国が国連加盟国に対し、核軍縮に
向けた進捗あるいは努力について然る
べく通知するよう求める。

６．２００３年にＮＰＴ再検討会議第２回準備委員
会が開催されるにあたり、２００５年ＮＰＴ再
検討会議の成功の重要性を強調する。

７．現在進行中の核兵器解体に係る努力を
歓迎し、その結果として生じる核分裂性
物質の安全かつ効果的な管理の重要性
に留意し、すべての核兵器国が、もはや
軍事上必要とされないと各核兵器国が認
めた核分裂性物質を、できるだけ速やか
にＩＡＥＡあるいは関連する国際的検証措
置の下に置くこと、また、かかる物質を永
久に軍事計画の枠外に置くことを確保す
る目的で、平和的目的のために処分する
ようにすることを要請する。

８．核兵器のない世界を実現・維持するため
の核軍縮合意の遵守を保証するために
必要とされる、ＩＡＥＡの保障措置を含む
検証能力のさらなる開発の重要性を強調
する。

９．すべての国家に対し、核兵器その他の大
量破壊兵器の拡散を防止し抑制するた

めの努力を倍加し、これら兵器の拡散に
資する可能性のある装置、材料、技術を
移転しないとの政策を、かかる政策がＮＰ
Ｔ上の加盟国の義務に一致することを確
保しつつ、必要に応じて確認し強化する
ことを要請する。

１０．すべての国家に対し、核兵器その他の大
量破壊兵器の拡散に資するあらゆる物
質の安全性、安全な保管、効果的な管理
および防護に関し、これらの物質が特に
テロリストの手に渡るのを防止するため、
可能な限り高い水準を維持するよう要請
する。

１１．ＩＡＥＡ事務局長、理事会、および加盟国
に対して、決議ＧＣ（４４）/ＲＥＳ/１９で概括
された、保障措置協定及び追加議定書
の締結と発効を促し、これを容易にする
ための、行動計画の要素の実施を引き
続き検討することを勧告する、ＩＡＥＡ総会
決議ＧＣ（４６）/ＲＥＳ/１２の採択を歓迎する
とともに、その重要性を強調し、右決議の
早期かつ完全な履行を要請する。

１２．核不拡散・核軍縮を促進する上で、市民
社会が果たす建設的役割を奨励する。

（外務省の仮訳を基にピースデポの用語に
統一した。）

■反対と棄権の理由

　反対した米国は、ＣＴＢＴに関する文
言が、反対の主要な理由であると述べ
た。インドは、ＮＰＴ体制批判の観点から
反対票を投じたと説明した。
　棄権したＮＡＣを代表してアイルランド
が、「核兵器完全廃棄への明確な約束」
（主文３（ｅ））が将来の措置であると示唆
していること、全面完全軍縮と核軍縮と
の文脈上のリンケージを作っていること
を批判した。中国は、最大核保有国の第
一義的軍縮責任や、第一使用（ファース
ト・ユース）、先制攻撃（プリエンプティブ・ス

トライク）などの核ドクトリン放棄要求を
行っていないことが棄権理由であるとし
た。昨年までＡＢＭ問題を論拠として棄権
してきたロシアは、今年は賛成に回った。

■米政策への危機感表明なし

　日本政府は確かに、米国の反対を承
知のうえで昨年と同じＣＴＢＴ早期発効
要求を堅持した。しかしながら、この決議
は２０００年ＮＰＴ合意の履行に進捗がな
いことに対して、懸念や危機感をいっさ
い表明していない。米国の核態勢見直
し（ＮＰＲ）で持ち上がった核使用のしき
いの低下、新型核兵器開発、核爆発実

験再開の懸念といった問題への言及を
完全に排除している。２０００年ＮＰＴ合意
の文言を、実行の伴わないままに言葉だ
け再確認するこのやり方は、新アジェン
ダ決議が、２０００年合意を現在の危機の
文脈で積極的に活用しようとしているの
とはまったく対照的である。
　前進のない現状をそのまま固定化し、
無批判で露骨な対米追従を続ける路線
である。この路線からは、核軍縮への道
程が切り開かれる展望は見えてこようは
ずもない。
　なお、日本政府は今年は、委員会に提
出と同時に決議案を市民に公開した。
（川崎哲）

力に批判的ともとれる表現が改められ
た。これらの修正点は、米国批判のトーン
を弱めることを中心にしており、日本など
の主要非核国の賛成を獲得する目的で
行われたと言える。日本はこれらの努力
を無視して、棄権した。
　なお、前文での「戦略的ミサイル防衛」
の語から、修正版では「戦略的」が削除
されている。（川崎哲）
※３ページに、各決議への投票結果をまとめた。

uç１ページ右下からつづく

●Ｍ
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日  誌
２００２.１０.６～１０.２０

ＣＩＡ＝米中央情報局／ＤＯＤ＝米国防総省／ＩＣ
ＢＭ＝大陸間弾道ミサイル／ＮＰＴ＝核不拡散条
約／ＮＹＴ＝ニューヨーク・タイムズ／ＵＮＭＯＶＩＣ
＝国連監視検証査察委員会／ＷＭＤ＝大量破壊
兵器／ＷＰ＝ワシントン・ポスト

(作成:竹峰誠一郎、中村桂子）

次の人たちがこの号の発行に参加･協力しました。
秋山祐子(ピースデポ)､川崎哲(ピースデポ)､中村桂子（ピースデポ）、青柳絢子、池田佳代、竹峰誠一郎、津留佐和子、中村和子、村上由美、
梅林宏道

ＣＴＢＴ＝包括的核実験禁止条約
ＥＵ＝欧州連合
ＩＡＥＡ＝国際原子力機関
ＩＣＪ＝国際司法裁判所
ＫＥＤＯ＝朝鮮半島エネルギー開発機構
ＮＡＣ＝新アジェンダ連合
ＮＡＴＯ＝北大西洋条約機構
ＮＰＴ＝核不拡散条約

今号の略語

ピースデポの会員
になって下さい。

会員には、『モニター』と『会報』が郵送さ
れるほか、情報の利用にあたって優遇さ
れます。（会員種別、会費、手続について
は、お問い合わせ下さい。）『核兵器・核
実験モニター』の購読のみも可能です。

宛名ラベルメッセージについて
・会員番号（６桁）：会員の方に付いています。
・「（定）」：会員以外の定期購読者の方。
・「今号で誌代切れ、継続願います。」「誌代
切れ、継続願います。」：入会または定期購
読（年６，０００円）の更新をお願いします。
・メッセージなし：贈呈いたしますが、入会を
歓迎します。

ピースデポ電子メールアドレス
事務局＜office@peacedepot.org＞
梅林宏道＜CXJ15621@nifty.ne.jp＞
川崎哲＜kawasaki@peacedepot.org＞
中村桂子＜nakamura@peacedepot.org＞

デービッド・クリーガー博士を招いて
ブッシュ政権における核政策をめぐる動向

日時：２００２年年１１月２０日（水）１５時～１７時
場所：衆議院第１議員会館第１会議室
講師：デービッド・クリーガー博士（核時代平和財団・会長、中堅国家構想・国際運営委員）

★公開の勉強会です。参加ご希望の方は、入場券発行の便宜上、ＰＮＮＤ東アジア・コー
ディネーター：梅林宏道までメールかＦＡＸで、お名前と所属（あれば）を１１月１８日（月）
までにお知らせ下さい。梅林＜CXJ15621@nifty.ne.jp＞、ＦＡＸ：０４５-５６３-９９０７

　核軍縮議員ネットワーク・日本は、次の方々が役員となる６３人の超党派の議員ネットワークです。
　会長：鈴木恒夫（衆、自民）、事務局長：河野太郎（衆、自民）
　幹事：岡田克也（衆、民主）、赤松正雄（衆、公明）、金子哲夫（衆、社民）、松本善明（衆、共産）、

中村敦夫（参、みどり）、山本一太（参、自民）、土肥隆一（衆、民主）、江田五月（参、民主）、
高野博師（参、公明）、東門美津子（衆、社民）

●１０月６日　仏大型原油タンカー、イエメンのムカ
ラ沖で爆発。１０日、仏外務省「原因はテロ攻撃と
みられる。」
●１０月７日　ブッシュ米大統領、対イラク演説、Ｗ
ＭＤ廃棄を要求、「従わねば武力行使」。
●１０月８日　パキスタン、核弾頭搭載可能な中距
離弾道ミサイル「ハトフ４」発射実験実施。
●１０月９日　ＤＯＤ、連邦下院委員会に生物・化学
兵器実験関係資料公表。１９６２～７３年に少なくとも
４６回実施。
●１０月１０日　台湾の陳水扁総裁、双十節祝賀大
会演説で、中国にミサイル撤去し対話による台湾
海峡安定実現求める。
●１０月１０日　米下院、米大統領にイラク武力攻
撃の権限与える決議を賛成多数で採択。１１日、上
院も賛成多数採択。
●１０月１１日　ノーベル委員会、カーター元米大統
領に平和賞。ベルゲ委員長、米イラク政策批判。
●１０月１１日　イラク政府、ＵＮＭＯＶＩＣの書簡に返
信、国連に査察履行迫る。査察官の質問の自由と
航空機調査に関する明確な回答避ける。
●１０月１２日　イラク政府、ＷＭＤ開発疑惑施設を
外国記者団に公開、疑惑否定説明。
●１０月１２日　インドネシアのバリ島で連続爆発
勃発、１８７人死亡、３００人以上けが。１４日、マトリ国
防相「アルカイダ関与の可能性」。
●１０月１２日付　ＤＯＤ、陸軍第５軍団と第１海兵遠
征軍の司令部要員にクウェート派遣命令、ＷＰ。
●１０月１３日　ＤＯＤなど、イラクへの軍事レーダー
売却疑惑でウクライナ査察開始。
●１０月１４日　米国、ＩＣＢＭ迎撃実験実施、通算５
回目。ＤＯＤ、実験は成功と発表。
●１０月１５日　北朝鮮拉致事件で生存確認され
た５人、２４年ぶりに帰郷、家族などと再会。
●１０月１６日　米国務省、北朝鮮が高濃縮ウラン
製造計画など核開発をケリー国務次官補訪朝時
に認めたと発表。
●１０月１６日　印、パキスタンとの国境兵力削減発
表。１７日パ外務省、国境兵力「平時の状態に」。
●１０月１６日　安保理、イラク公開討論開催（～１７
日）。６０カ国が発言、武力攻撃への批判相次ぐ。

●１０月１７日　北朝鮮核関連装置、パキスタンか
らと米情報当局が結論。１８日、パのクレシ大統領
報道官「根拠ない」。
●１０月１８日　臨時国会開会。
●１０月１９日　米国のケリー国務次官補訪韓、崔
成泓・外交通相らと北朝鮮核問題協議。２０日、来
日川口外相らと同協議（～２１日）。　
●１０月１９日　第８回南北閣僚会談、平壌で開催
（～２２日）。
●１０月１９日　中国政府、化学兵器転用可能物資
や設備の輸出規制条例公布発表。
●１０月２０日　米、北朝鮮の核開発で９４年枠組み
合意破棄決定と政府高官証言、ＮＹＴ。２１日アーミ
テージ米国務長官「未定」。

沖縄
●１０月７日　稲嶺知事、細田沖縄担当相らと関係
３閣僚と会談。地位協定改定などについて要請。
●１０月７日　県環境影響評価審査会、「北部訓練
場ヘリコプター着陸帯移設」にかかわる継続環境
調査検討書など２案件について答申。
●１０月７日　北谷町で発見された油状物質入り
のドラム缶と汚染土壌の処分作業が終了。
●１０月８日　知事、全国都道府県知事会議で、地
位協定抜本的見直しなど基地問題解決を要望。
●１０月８日付　嘉手納レミントン司令官、相次ぐ緊
急着陸とＦ１５戦闘機の墜落など「直接の関係はな
い」。橋本沖縄大使が公表。
●１０月１０日付　名護市被弾事件で、米軍が発見
弾を「古い」とする見方を事実上否定と明らかに。
県警、県議会米軍基地関係特別委で発表。
●１０月１１日　普天間基地所属のＣＨ５３Ｅ輸送型
ヘリ２機が石垣空港に緊急着陸。
●１０月１５日　県議会、嘉手納町の信号弾被弾事

「核軍縮議員ネットワーク（ＰＮＮＤ）・日本」勉強会

「在日米軍」「ミサイル防衛－大いなる幻想」出版記念講演会

日時：２００２年年１１月２１日（木）１８：３０開場、１８：４５開会
場所：早稲田奉仕園小ホール（奉仕園会館地下１階）
地下鉄東西線「早稲田」駅　下車５分

故と米軍都市型戦闘訓練施設建設計画に抗議
し、計画撤回を求める決議案、意見書を可決。
●１０月１６日　浦添市西原の米陸軍工兵隊事務
所が１６日までに返還。９０年の日米合同委で返還
作業の着手が確認された２３事案の一つ。
●１０月１６日　Ｆ１５戦闘機、嘉手納基地飛行場で、
緊急着陸。
●１０月１８日　小泉首相、臨時国会での所信表明
演説で沖縄問題に言及せず。
●１０月１８日　嘉手納基地で、Ｃ１３０輸送機から燃
料が滑走路に漏れる。

●入場料：会員￥１，０００／「当日精算券」ご持参の方￥１，０００／当日受付 ￥１，５００

●岩波新書「在日米軍」（梅林宏道）と高文研「ミサイル防衛－大いなる幻想」（デービッド・クリー
ガー）の出版記念講演会です。
●事前申し込みによって割安で参加できます。書籍込みのチケットも販売しております。
　詳しくはピースデポのＨＰをご覧ください。http://www.peacedepot.org/new/021121kinen.html

お話：デービッド・ク
リーガー/梅林宏道


